
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年６月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月２４日 ０３時１６分ごろ 

発生場所 千葉県房総半島南東岸沖 勝浦灯台から真方位１１１°５.６海里(Ｍ)付近

（概位 北緯３５°０６.２′ 東経１４０°２５.５′） 

事故調査の経過 平成２１年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

Ａ 自動車運搬船 ふがく丸、１１,５７３トン  船種船名、総トン数 

   １３４４４０、株式会社フジトランスコーポレーション  船舶番号、船舶所有者等 

   １６５.００ｍ×２６.４０ｍ×１８.９８ｍ、鋼  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、１２,８４１kＷ、平成８年１１月  機関、出力、進水等 

Ｂ 遊漁船 田
た

中
なか

丸、４.９６トン 

   ２３２－７２７４千葉、個人所有 

   １０.５４ｍ（Lr）×２.８５ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４２kＷ、昭和５６年３月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

二級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６２年４月２日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月４日 

 免状有効期間満了日 平成２５年８月１３日 

  二等航海士 男性 ５０歳 

三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成４年１月９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成１８年７月１８日 

 免状有効期間満了日 平成２４年１月８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免 許 登 録 日 昭和４９年１２月６日 

   免許証交付日 平成１６年６月２８日 

（平成２１年７月３日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ、釣り客） 

損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部脱落 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、二等航海士（以下「航海士Ａ」と
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いう。）が甲板員１人を操舵配置につけて当直中、平成２１年４月２４日０

１時０５分ごろ犬吠埼灯台沖を通過し、針路約２１０°及び速力約２０.５

ノット（kn）で自動操舵により九十九里浜沖を航行した。 

航海士Ａは、０２時３０分ごろ千葉県勝浦市一帯の漁港から南東方に向か

う小型船舶の一団の後方を通過するために約２２０°に変針したのち、右舷

船首３５°４.５Ｍ付近を航行するＢ船とＡ船が横切り船の関係にあると考

えたが、Ａ船の前路を通過する態勢の他船が複数あったので、Ｂ船には接近

してから対応することとし、同じ針路及び速力で南西進を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船と距離約３Ｍに接近したときに船橋上のサーチライトを

照射し、距離約２Ｍに接近したとき、コンパスのシャドウピンを当てるとＢ

船に方位変化が現われたように見えたことから、Ｂ船がＡ船の存在に気付い

て減速したものと思い、自動操舵のままで航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船との衝突の危険が依然として解消していないことが分か

ったが、他の船舶と新たに衝突の危険が生じることをおそれて速力を変えず

に直進し、衝突の少し前にＢ船の避航を期待して汽笛を１回吹鳴したが、０

３時１６分ごろ、衝突音を聞き、甲板員に手動操舵に切り替えさせて左転を

命じるとともに、機関を中立にした。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、４月２４日０２時

５０分ごろ、千葉県岩和田漁港を出港し、船長Ｂは、操舵室の屋根越しに見

張りを行い、速力を約１２knとし、釣り場に向けて自動操舵を設定した。 

船長Ｂは、沖合に出るに従って左舷前方からの波しぶきを被るようになっ

たので、前方近距離に他船がいないこと、及び左舷前方に大型船２～３隻が

いることを確認してから、操舵室に入った。 

船長Ｂは、Ｂ船が大型船に接近すれば自ら避航するつもりで、レーダーを

３Ｍレンジとし、操舵室前面窓の右舷側にある旋回窓を通して見張りを行

い、左舷前方に見た大型船２～３隻がＢ船の前路を通過したのちは、レーダ

ーで専ら船首方及び右方の他船の有無を監視しながら見張りを続けた。 

Ｂ船が同じ針路及び速力で南東進中、船体に突然衝撃を受け、船長Ｂは、

身体が前のめりになって胸部を棚に打ち付け、左季肋部及び左肩周囲を打撲

し、釣り客３人のうち、座っていた２人は無事であったが、船室で横になっ

ていた１人は、頭頂部を壁にぶつけて頸椎を捻挫した。 

 船長Ｂは機関を中立にして僚船に無線で事故発生を知らせ、Ｂ船は僚船に

えい
．．

航されて帰港し、負傷した釣り客及び船長Ｂは病院で治療を受けた。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約８m/s、視程 約１２Ｍ 

海象：潮汐 ほぼ高潮時、流向 南西方への流れ、波高 約２ｍ 

その他の事項 Ａ船が房総半島南東岸沖を月に約７航海するので、航海士Ａは、未明に房

総半島から出港する小型船舶の集団と出会うことがあったが、今までは汽笛

等で注意を喚起すると小型船舶が避航していた。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

不明 気象・海象の関与 

 夜間、房総半島南東岸沖において、南西進中のＡ

船及び南東進中のＢ船は、自動操舵により一定の針

路及び速力で接近し、避航動作をとらずに、衝突し

判明した事項の解析 
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たものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船と衝突の危険があることを認識

していたが、新たにＢ船以外の船舶と衝突の危険が

生じること、及びこれまで汽笛等で注意を喚起する

と小型船舶が避航していたことから、速力を変えず

に直進した可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、大型船に接近すれば自ら避航

するつもりであったが、レーダーで専ら船首方及び

右方を監視していたことから、左方から接近するＡ

船の存在に気付かなかった可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、房総半島南東岸沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南

東進中、Ａ船が早期に避航動作をとらず、また、Ｂ船が左方から接近するＡ

船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

 




